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港
湾
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○

港
湾
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
四
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
港
湾
の
施
設
）

（
港
湾
の
施
設
）

第
十
九
条

法
第
五
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
港
湾
の
施
設

第
十
九
条

法
第
五
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
港
湾
の
施
設

は
、
次
に
掲
げ
る
港
湾
の
施
設
（
そ
の
規
模
、
構
造
等
を
考
慮
し
て
国
土
交

は
、
次
に
掲
げ
る
港
湾
の
施
設
（
そ
の
規
模
、
構
造
等
を
考
慮
し
て
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
港
湾
の
施
設
を
除
く
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
号
か

通
省
令
で
定
め
る
港
湾
の
施
設
を
除
く
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
号
か

ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て

ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て

は
、
港
湾
施
設
で
あ
る
も
の
に
限
る
。

は
、
港
湾
施
設
で
あ
る
も
の
に
限
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

移
動
式
施
設
（
移
動
式
荷
役
機
械
に
あ
つ
て
は
、
自
動
的
に
、
又
は
遠

（
新
設
）

隔
操
作
に
よ
り
荷
役
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）

九

旅
客
乗
降
用
固
定
施
設

八

旅
客
乗
降
用
固
定
施
設
及
び
移
動
式
旅
客
乗
降
用
施
設

十
～
十
二

（
略
）

九
～
十
一

（
略
）


